
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年１月４日

【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会

社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　小口　龍也

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目９番10号

【事務連絡者氏名】 西村　太郎

【電話番号】 03-6230-5600

【届出の対象とした募集（売

出）内国投資信託受益証券

に係るファンドの名称】

テンプルトン・グローバル株式ファンド

【届出の対象とした募集（売

出）内国投資信託受益証券

の金額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

平成27年２月20日付をもって提出した有価証券届出書（平成27年５月18日および８月24日提出の有価証

券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の「第二部　ファンド情報　　

第１　ファンドの状況　　４　手数料等及び税金」について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正

するため、本訂正届出書を提出するものであります。

 

 

２【訂正の内容】
 

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　　は訂正部分を示します。

 

 

第二部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】

４【手数料等及び税金】

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（前略）

 

①個人の受益者に対する課税

●収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税

15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定

申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

 

●一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については、譲渡所得等として、20.315％（所得

税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が行われます。

源泉徴収選択口座（特定口座）を利用している場合は、20.315％（所得税15％、復興特別所得

税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。

なお、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）がある場合には、確定申告等により、上場

株式等の譲渡益および配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益を通算す

ることができます。

＊　解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等

に相当する金額を含みます。）を控除した利益

 

※　少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年１月１日以降の非課税制度です。NISA

をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ

る配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の

方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
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（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

 

①個人の受益者に対する課税

●収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税

15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定

申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

 

●一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については、譲渡所得等として、20.315％（所得

税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が行われます。

源泉徴収選択口座（特定口座）を利用している場合は、20.315％（所得税15％、復興特別所得

税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。

なお、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）がある場合には、確定申告等により、上場

株式等の譲渡益および配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益を通算す

ることができます。

＊　解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等

に相当する金額を含みます。）を控除した利益

 

※　少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ

る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する

など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さ

い。

 

（後略）
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